
徳島県「次世代光」による地方大学・地域産業創生加速化補助事業 交付要綱

（補助金の交付）

第１条 知事は、次世代「光」の活用による光関連分野のさらなる発展を目指し、次世代

「光」に関する応用専門人材の育成や産業振興・雇用創出に資する取組に要する経費に

対し、予算の範囲内で、補助金を交付するものとし、その交付については、徳島県補助

金交付規則（昭和58年徳島県規則第53号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。

（補助事業者）

第２条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助事業者」という。）は、県内

事業者又は県内の高等教育機関と事業者等からなるコンソーシアムの代表者とし、コン

ソーシアム構成機関を含む各実施主体が次に掲げる要件を全て満たす者であること。

なお、県内事業者とは、徳島県内に生産拠点又は開発拠点を有している者とし、コンソ

ーシアムにおいては構成機関に県内事業者を１社以上含めること。

（１）高等教育機関について、以下の要件が満たされていること。

ア 学生募集停止中でないこと。

イ 「私立大学等経常費補助金」において定員の充足状況に係る基準を除き、本

補助金の申請の前年度に不交付又は減額の措置を受けていないこと。

ウ 設置計画履行状況等調査において「警告」が付されていないこと。

エ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第109条第2項の規定に基づき文部科学大

臣の認証を受けた者による直近の評価の結果、「不適合」の判定を受けていな

いこと。

オ 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準（平成

15年文部科学省告示第45号）第1条第3号の要件を満たしている大学であって、

第2条第1号又は第2号のいずれかに該当する者が設置する大学でないこと。

（２）事業者等(県内事業者を含む)について、以下の要件が満たされていること。

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4第1号の規定に該当す

る者でないこと。

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第7

7号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴

力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日か

ら５年を経過しない者（以下「暴力団の構成員等」という。）でないこと。

ウ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある者でないこと。

エ 役員（法人の監査役及び監事を含む。）のうちに、次のいずれかに該当する

者がいる法人でないこと。

① 成年被後見人又は被保佐人

② 破産者で復権を得ない者

③ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受

けることができなくなった日から２年を経過しない者



④ 暴力団の構成員等

オ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立て、民

事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法

（平成16年法律第75号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者でないこ

と。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法に基づ

く再生手続開始の申立てがなされている者であっても、更生計画の認可の決定

又は再生計画の認可の決定が確定した者については、当該申立てがなされてい

ない者とみなす。

カ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）第

3条又は第8条第1項に違反する者として公正取引委員会又は関係機関に認定さ

れた日から２年を経過しない者でないこと。

キ 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者でないこと。

ク 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する

等適当でないと認められる者でないこと。

ケ 事務所の本社及び営業所等の所在地の都道府県税に未納がないこと。

（交付の対象）

第３条 この補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

事業者が行う次の各号に該当する事業とし、知事が必要かつ適当と認めるものとする。

（１）「光」応用専門人材の育成に関する事業

・光関連産業の振興に資する教育研究の活性化を図る取組

・光関連産業を担う専門知識及び技能を持った人材育成の取組

（２）次世代「光」関連産業の振興・雇用創出に資する事業

・次世代「光」関連技術の社会実装に繋がる取組

・２０２５年「大阪・関西万博」における「とくしま『まるごとパビリオン』」に

おいて、未来社会の姿として成果発信が期待できる次世代「光」技術を活用した

取組

（補助対象経費及び補助率）

第４条 補助対象経費及び補助率は、別表に掲げるとおりとする。

（補助金交付申請書）

第５条 規則第３条の補助金交付申請書は、様式第１号による。

２ 規則第３条の知事が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）事業計画書（様式第２号）

（２）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第３条の知事の定める期日は、知事が特に認めるものを除き、別に定める公募期

間終了までとする。

４ 第１項の申請書を提出する者が、消費税法（昭和63年法律第108号）における課税事

業者である場合には、第１項の申請書を提出するのに当たって、当該補助金に係る消費



税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法に規定する仕入

れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和25年法律第22

6号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以

下同じ。）がある場合には、これを申請額から減額して申請しなければならない。ただ

し、申請時において当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場

合は、この限りでない。

（補助金の交付の条件）

第６条 規則第５条第１項に掲げる事項及び規則第１５条の２に規定する事項及び次の各

号に掲げる事項は、補助金の交付の決定の条件となる。

（１）補助事業者が、当該事業によって取得し、又は効用を増加させた財産（次号及び

第３号において「取得財産等」という。）のうち、取得価格又は効用の増加価格が

５０万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ知事の承認

を受けなければならないこと（減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める財

産の処分制限期間を経過した場合を除く。）。

（２）補助事業者が、取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、

その収入の全部又は一部を県に納付させることがあること。

（３）補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の

注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を

図らなければならないこと。

（軽微な変更）

第７条 規則第５条第１項第１号及び第２号の知事の定める軽微な変更は、事業費の２割

以内の減額、又は、補助事業に要する経費のうち、経費の各内訳ごとの配分額の２割以

内の流用による金額の変更とする。

（変更の承認の申請等）

第８条 規則第５条第１項第１号から第３号までの規定による知事の承認を受けようとす

る者は、補助事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を知事に提出しなけれ

ばならない。

２ 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

（１）補助事業変更（中止・廃止）の内容及び理由書

（２）事業計画書（様式第２号）

（３）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第５条第１項第４号の規定による知事への報告をしようとする者は、その理由及

び補助事業の遂行の状況を記載した書類を知事に提出しなければならない。

（実績報告書等）

第９条 規則第１１条の実績報告書は、様式第４号による。



２ 規則第１１条の知事の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

（１）成果を証する書類

（２）その他知事が必要と認める書類

３ 規則第１１条の規定による実績報告については、補助事業の完了の日若しくは廃止の

承認を受けた日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付の決定があった年度

の３月３１日のいずれか早い期日までにしなければならない。

４ 第５条４項ただし書きにより、交付の申請を行った補助事業者は、実績報告の提出前

に当該補助金における仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを

補助金額から減額するよう手続きを行うものとする。

５ 第５条４項ただし書きにより、交付の申請を行った補助事業者は、第１項の実績報告

書を提出した後において、消費税等の申告により当該補助金における仕入れに係る消費

税等相当額が確定した場合においては、当該金額を様式第５号により速やかに知事に報

告しなければならない。

６ 前項の場合において、知事は、補助金を返還させることが相当であると認めるときは、

補助事業者に対して、当該消費税等相当額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

（補助金の請求）

第１０条 規則第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書（様式第

６号）に当該通知に係る通知書の写しを添えて知事に補助金の請求をしなければならな

い。

（補助金の支払）

第１１条 知事は、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。

（補助金の概算払）

第１２条 知事は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助

事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することがある。

２ 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、補助金請

求書（様式第６号）に知事が必要と認める書類を添えて知事に提出しなければならない。

（補助金の返還）

第１３条 規則第１５条に定める場合のほか、次のいずれかに該当する場合は、知事は当

該補助金の交付決定を取り消し、支払った補助金の返還を命じることができる。

（１）偽り、その他不正な行為によって本補助金の支給を受けた場合

（２）本補助事業に関する調査等を拒んだ場合

２ 補助金の返還の期限については、規則第１５条第１項の場合にあっては返還の命令が

なされた日から２０日以内とし、同条第２項の場合にあっては返還の命令がなされた日

とする。

（財産処分の制限）

第１４条 規則第１７条第２号の知事が定める財産は、その購入に要した経費の額が一件



につき１０万円以上の機械装置及び機具とする。ただし、国庫補助対象事業等で別に定

める場合は、この限りではない。

２ 規則第１７条第３号の知事が別に定める財産は、その購入に要した経費の額が一件に

つき５万円以上の図書とする。

３ 規則第１７条ただし書きの知事が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を準用する。

（状況報告）

第１５条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、

補助事業遂行状況報告書（様式第７号）を作成し、指定する日までに知事に提出しなけ

ればならない。

（書類の保管）

第１６条 規則第１６条の帳簿及び証拠書類の保管期間は、補助金の交付のあった日又は

廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。

（補助対象事業の検査等）

第１７条 知事は、補助対象事業を行う者に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務

所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができる。

２ 前項の職員は、立入検査等職員身分証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これ

を提示しなければならない。

（その他）

第１８条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は、知事が別に定

める。

附 則

この要綱は、令和５年７月７日から施行する。



別表

経 費 対 象 経 費 補 助 率

（１）「光」応用専門 報償費、旅費、消耗品費、燃料費、備

人材の育成に関する事 品購入費、通信運搬費、委託料、使用

業 料及び賃借料、その他知事が特に必要

と認める経費

1/2
（２）次世代「光」関 原材料費、旅費、消耗品費、備品購入

連産業の振興・雇用創 費、委託料、その他知事が特に必要と

出に資する事業 認める経費


